
アスベスト含有建材調査に関する日本初の公的資格

●国庫補助に対する要件化を検討


●建物の維持管理や不動産取引等で活用推奨

●解体等の事前調査において活用推奨

※他の講習日程等の詳細は、以下の講習ウェブサイトよりご覧いただけます。

（一財）日本環境衛生センター
　研修広報部研修事業課　石綿講習チーム
　〒210-0828　川崎市川崎区四谷上町10-6

受講料：118,800円（税込）
講習ウェブサイトより、受講申込書をダウンロードできます。
受講料をお振込の上、受講申込書を郵送ください。
　http://www.jesc.or.jp/info/asbestos/01.html

　　　044-288-4919

講習の内容　

受講資格
①建築に関して一定の知識及び経験を有する者（建築士、建設業、解体工事業等）
②石綿含有建材の調査に関して一定の知識及び経験を有する者
　（環境調査・分析業、石綿除去・処理業、解体工事業等）
③その他、①及び②と同等以上の知識及び経験を有する者　（行政担当者、NPO 等）
※資格要件の詳細はお問い合わせください

講習日程（九州会場） 　※申込締切：平成27年2月5日（木）

　■講義（座学）：　　　　 平成27年2月12日(木)、2月13日(金)
　■実地研修：　   　　　 平成27年2月14日(土)
　■口述試験：　　 　　　 平成27年3月 2日(月)
　■筆記・調査票試験： 平成27年3月27日（金）
　＜　【会場】　日本環境衛生センター西日本支局（福岡県大野城市）　＞

お申込み方法 お問い合わせ先

建築物石綿含有建材調査者講習
　国土交通省が石綿含有建材に関する調査能力を認めた、唯一の公的資格である「建築物石綿含有建材調査者」
を養成するための講習です。石綿に起因して発生する健康被害等を未然に防止するため、建築物に使用されてい
る石綿含有建材等に関して、中立かつ公正に精確な調査を行うことができる人材を養成します。

資格取得のメリット

　建築物の石綿調査・除去等に関する国庫補助（住宅・建築物安全ストック形成事業）にあたり、国土交通省は、
当講習の修了者が調査を行うこと等を要件化する方針です。

　国土交通省は、石綿調査の結果を建物の維持管理や改修、安全な解体のための基礎情報の一つとしてもらう
とともに、地方自治体等が建築行政データベースシステム等に情報を集積し、市民を石綿の飛散・ばく露から守
るための行政情報の一つとして活用する仕組みづくりを進めていこうとしています。また、定期検査報告制度（建
築基準法で規定）における吹付けアスベスト等の調査の実施に際して、当講習の修了者を活用するよう、
一級建築士などに推奨しています。

　石綿障害予防規則にて、解体等の作業及び石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を行う場合には、「石綿に
関し一定の知見を有し、的確な判断ができる者」による事前調査を義務付けています。「的確な判断ができる者」
の例示として、建築物石綿含有建材調査者（当講習の修了者）が新たに追加されました。

講義（座学） 実地研修 各業界の専門家に 

よる講義。 

石綿の基本的な知識、 

建築物の構造、 

建材の知識、 

分析法等に関する知識 

を学びます。 

実際の建物を回りながら、 

調査に長年携わった 

プロから、調査のコツを 

学びます。 

講師1名+受講生7～8名の 

グループワーク。 

※講習終了後、３種の試験（口述、筆記、調査票）を受験いただきます。 

建築物石綿含有建材調査者講習 検索 

お申込み受付中！ 

平成27年度の講習日程は裏面参照 



講習
コード

開催地区 申込締切

日程 会場 日程 会場 日程 会場 日程 会場

5月27日（水）
5月28日（木）

大阪YMCA国際文化センター
（大阪市西区土佐堀1-5-6 大

阪YMCA会館）
5月29日（金）

大阪市和泉市　実地研修会場
（会場の詳細は講習期間中にお伝え

します）
6月15日(月）

大阪YMCA国際文化センター
（大阪市西区土佐堀1-5-6 大阪

YMCA会館）
8月19日(水）

大阪YMCA国際文化センター
（大阪市西区土佐堀1-5-6 大

阪YMCA会館）

日程 会場 日程 会場 日程 会場 日程 会場

6月11日（木）
6月12日（金）

サンポートホール高松
（高松市サンポート2-1高松シン

ボルタワーホール棟6階）
6月20日（土）

日本環境衛生センター西日本支局
（福岡県大野城市白木原3-5-11）

7月6日（月）
サンポートホール高松

（高松市サンポート2-1　高松シンボ
ルタワー・ホール棟5階）

8月19日(水）
高松商工会議所

（ 高松市番町2-2-2）

日程 会場 日程 会場 日程 会場 日程 会場

７月9日（木）
7月10日(金）

機械工具会館
（東京都港区芝5-14-15）

7月11日(土）
7月12日（日）

日本環境衛生センター東日本支局
（神奈川県川崎市川崎区四谷上町

10-6 ）

7月29日(水）
7月30日（木）

機械工具会館
（東京都港区芝5-14-15）

8月19日(水）
連合会館

（東京都千代田区神田駿河台
3-2-11）

日程 会場 日程 会場 日程 会場 日程 会場

7月16日（木）
7月17日(金）

リファレンス大博多
（福岡市博多区博多駅前2丁目

20-1大博多ビル11F）
7月18日（土）

日本環境衛生センター西日本支局
（福岡県大野城市白木原3-5-11）

8月3日（月）
日本環境衛生センター西日本支局
（福岡県大野城市白木原3-5-11）

8月19日(水）
リファレンス大博多

（福岡市博多区博多駅前2丁目
20-1大博多ビル11F）

日程 会場 日程 会場 日程 会場 日程 会場

8月7日（金）
8月8日(土）

りんゆうホール
（札幌市東区北9条東2丁目）

8月9日(日）
札幌市内　実地研修会場

（会場の詳細は講習期間中にお伝え
します）

8月25日（火）
未定

（札幌市内）
12月16日(水）

未定
（札幌市内）

日程 会場 日程 会場 日程 会場 日程 会場

9月3日（木）
9月4日(金）

未定
（名古屋市内）

9月6日(日）
日本環境衛生センター東日本支局
（神奈川県川崎市川崎区四谷上町

10-6 ）
9月25日（木）

未定
（名古屋市内）

12月16日(水）
未定

（名古屋市内）

日程 会場 日程 会場 日程 会場 日程 会場

9月30日（水）
10月1日(木）

未定
（広島市内）

10月3日(土）
日本環境衛生センター西日本支局
（福岡県大野城市白木原3-5-11）

10月20日（火）
未定

（広島市内）
12月16日(水）

未定
（広島市内）

日程 会場 日程 会場 日程 会場 日程 会場

11月12日（木）
11月13日(金）

機械工具会館
（東京都港区芝5-14-15）

11月14日(土）
11月15日（日）

日本環境衛生センター東日本支局
（神奈川県川崎市川崎区四谷上町

10-6 ）

11月30日(月）
12月2日（水）

機械工具会館
（東京都港区芝5-14-15）

12月16日(水）
未定

（東京都内）

日程 会場 日程 会場 日程 会場 日程 会場

1月21日（木）
1月22日(金）

未定
（福岡県内）

1月23日(土）
日本環境衛生センター西日本支局
（福岡県大野城市白木原3-5-11）

2月8日（月）
日本環境衛生センター西日本支局
（福岡県大野城市白木原3-5-11）

3月28日(月）
未定

（福岡県内）

日程 会場 日程 会場 日程 会場 日程 会場

関西
（大阪府）

2月10日（水）
2月11日(木）

未定
（大阪市内）

2月12日(金）
大阪市和泉市　実地研修会場

（会場の詳細は講習期間中にお伝え
します）

3月1日（火）
未定

（大阪市内）
3月28日(月）

未定
（大阪市内）

1月27日（水）

日程 会場 日程 会場 日程 会場 日程 会場

関東
（東京都）

3月3日（木）
3月4日(金）

未定
（東京都内）

3月5日(土）
3月6日（日）

日本環境衛生センター東日本支局
（神奈川県川崎市川崎区四谷上町

10-6）

3月22日（火）
3月23日(水）

未定
（東京都内）

3月28日(月）
未定

（東京都内）
2月18日（木）

H27-10

H27-11

※実地研修終了後に、研修の内容を踏まえた課題を作成していただき、期日内（実地研修終了後約１週間後）に提出いただきます。
※受講・受験する講習会場（講義、実地研修）及び試験会場（口述試験、筆記試験+調査票試験）は、講習コードごとに決まっております。原則、講習コードの異なる会場での受講・受験はできません。

H27-08
関東

（東京都）
10月29日（木）

H27-09
九州

（福岡県）
1月7日（木）

H27-06
中部

（愛知県）
8月20日（木）

H27-07
中国

（広島県）
9月16日(水）

H27-04
九州

（福岡県）
7月2日（木）

H27-05 北海道 7月24日（木）

H27-02
四国

（香川県）
5月28日（木）

H27-03
関東

（東京都）
6月25日（木）

平成27年度　建築物石綿含有建材調査者講習　日程表

講義（座学） 実地研修 口述試験 筆記試験・調査票試験

H27-01
関西

(大阪府)
5月13日（水）

午前 午後

科目1　(2時間)　 科目2　(3時間)　

科目3-1　(2.5時間)　 科目3-2　(1.5時間)　 科目4　(1時間)　 科目5　（1時間）

筆記(1時間) 調査票(1時間)

修了考査(口述)　（9:00-18:00) １人　20分程度

修了考査(筆記+調査票)　(13:00-16：30)
ガイダンス・休憩含む

講義　(9:30-16:15)　ガイダンス・休憩含む

講義　(9:00-17:00)　　ガイダンス・休憩含む

実地研修建物の借用都合により、インターバルが入るケースがある

実地研修　(9:00-16:30)　休憩含む 午前 or 午後　（３時間程度）

２週間程度インターバル
（実地研修終了後、約１週間後を期日に課題提出あり）

区分 講義時間

1
建築物石綿含有建材調査に
関する基礎知識

2時間

2
建築一般、図面の読み方、
情報入手

3時間

2.5時間

1.5時間

4
建築物石綿含有建材
調査報告書の作成

1時間

5
その他石綿含有建材
（成形板など）の調査

1時間

3時間

20分程度

合計2時間

実地研修
グループに分かれて実施。１グループあたり
３時間程度 　※午前２グループ、午後２グループ
並行して行う

修了考査
口述試験

筆記試験（1時間）、調査票試験（1時間）

科目 内容

講義

建築物と石綿、石綿関連疾患、建築物の石綿
濃度と健康リスク、リスク・コミュニケーション、
建築物石綿含有建材調査者その他の建築物
石綿含有建材調査全般にわたる基礎知識に
関する事項

建築一般、建築設備と防火材料、石綿含有
建材（吹付け材、耐火被覆材、保温材および
断熱材）、建築図面その他の建築物石綿含有
建材調査を行う際に必要となる情報収集に
関する事項

3 現地調査の実際と留意点

－１　…　調査計画、事前準備、現地調査、
試料採取、現地調査の記録方法

－２　…　建材中の石綿分析その他の
現地調査に関する事項

調査票の記入、調査報告書の作成、所有者へ
の報告その他の建築物石綿含有建材調査
報告書に関する事項

成形板などの調査に関する事項



建築物石綿含有建材調査者について 

 

・ 講義（11時間） 
  - 第１講座 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識 

  - 第２講座 石綿含有建材の建築図面調査 

  - 第３講座 現場調査の実際と留意点 

  - 第４講座 建築物石綿含有建材調査報告書の作成 

  - 第５講座 成形板等の調査 
 
・ 実地研修 

 石綿含有建材が用いられている実際の建築物にて、演習の実施。 
 
・ 修了考査 

 筆記試験、口述試験 

講習の内容 

 

・ 建築に関する知識及び経験を有する者 

 - 大学や短期大学等において、建築学等の課程を修めて卒 

  業した後、建築に関し一定以上の実務経験を有する者 

 - 建築や建築行政に関し一定以上の実務経験を有する者 等 

 

 

受講者の資格 

 

・ 登録規程に定める適切な講習が行われること。 

・ 一定の資格を有する講師が講習に従事すること。 

・一定の中立性があること。                   等 

講習機関の登録の要件 

国土交通省 登録講習機関 受講者 
①講習登録規程の公示 

②登録の申請 

＜制度の概要＞ 

③講習の実施 

④修了証明書の交付 

①国土交通大臣は講習登録規程を公告する。 

②国土交通大臣は、機関からの申請に基づき、適切な講習を実施できる体制を確保するための要件に適合する機関を講習機関 

 として登録する。 

③登録講習機関は、講義、実地研修、修了考査を含む講習を行う。 

④登録講習機関は、講習を修了し修了考査に合格した者に修了証明書を交付する。 

＜制度のフロー＞ 

 ○ 国土交通省では、社会資本整備審議会建築分科会アスベスト対策部会（以下「社整審」という。）において、民間建築物の石綿実
態調査の本格実施のための環境整備について検討。 

 ○ 特に、建築物のアスベスト調査者の育成について、先行的に検討。その結果、新たな資格制度の創設が決定。 
 ○ 社整審における検討を踏まえ、「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」（以下「講習登録規程」という。）を告示で制定。 
 

＜制度創設の背景＞ 

講習を修了し修了考査に合格し
た者に資格（建築物石綿含有建
材調査者）を付与 

別紙 



①特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の実施の届出義務者の変更

②解体等工事の事前調査の結果等の説明等

③報告及び検査の対象拡大

　国土交

飛散防止対策を求める建材にレベル２が追加

解体等の作業の事前調査を行う者の例示に建築物石綿含有建材調査者が追加

　建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態を的確かつ効率的に
把握するため、中立かつ公正に正確な調査を行うことができる建築物石綿含有建材
調査者の育成を図ることを目的として、「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」
（平成25年7月30日公示）を定め、一定の要件を満たした機関を国土交通省に登録
し、当該機関が行う講習を修了した者に建築物石綿含有建材調査者の資格を付与す
る制度を開始しています。

出典：国土交通省HP　http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000420.html

アスベスト関連法及び制度の変更点（平成25年度～平成26年度の変更点及び新制度まとめ）

出典：環境省HP　http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16505

出典：日経エコロジー９月号　特集「注目の環境法　傾向と対策」

厚生
労働省

労働安全衛生法の石綿障害予防規則改正

出典：日経エコロジー９月号　特集「注目の環境法　傾向と対策」

環境省 大気汚染防止法の改正　　　　（平成26年6月1日施行）

石綿の飛散を伴う解体等工事の実施の届出義務者を､工事施工者から発注者に
変更し、発注者にも一定の責任を担うことを位置付ける。

解体等工事の受注者に、石綿使用の有無の事前調査の実施と、発注者への調査
結果等の説明を義務付ける。（解体等工事に係る建築物等に石綿が使用されてい
ないことが明らかなものを除く。）

都道府県知事等による立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等を、報告徴
収の対象に解体等工事の発注者又は自主施工者を加える。

国土
交通省 建築物石綿含有建材調査制度の創設

　石綿障害予防規則第3条において、解体等の作業（石綿等の除去の作業を含む）及
び石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を行う場合には、「石綿に関し一定の知見
を有し、的確な判断ができる者」による事前調査を義務付けています。平成26年4月23
日付け厚生労働省基発0423第6号「石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行
について」における記の第4の1において、「石綿に関し一定の知見を有し、的確な判
断ができる者」として建築物石綿含有建材調査者を新たに追加しています。

（平成26年6月1日施行）

（平成25年7月30日公示）


